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Release 

 

～ 人がいきいきと活躍する 幸せ実感のまち ～ 
 

令和４年１０月３日 

 

「伊万里市実家に帰ろう住宅改修等支援事業」を新設します 

 

本市へのＵターン促進と将来的な空き家化の低減を図るため、実家が市内にあ

る市外在住者または実家が市内にあり、本市へ転入後１年未満の者（以下「市外在

住者等」という）が当該実家にＵターンする場合に、実家の改修工事または解体・

新築工事を行う人に、工事に係る費用の一部を補助します。 

※「実家」とは、市外在住者等または市外在住者等の２親等以内の親族が市内に   

所有する住宅です。 

 

１ 補助対象者  市外在住者等（６９歳以下）または実家の所有者 

２ 補助金の額 

①実家を改修する場合 次の合計額 

改修補助金 子育て加算 地域指定加算 

改修費の１／２ 

(上限額５０万円) 
２０万円／人 １０万円 

②実家を解体・新築する場合 次の合計額 

解体補助金 新築補助金 子育て加算 地域指定加算 

解体費の１／２ 

(上限額１００万円) 
上限額３０万円 ２０万円／人 １０万円 

※子育て加算は転入世帯の１８歳未満の子どもが対象  

※地域指定加算は実家が市の指定した人口減少地区  

３ 補助の要件 

本市に転入される前に連続して１年以上および直近１０年間のうち通算５年  

 以上市外に在住していること。 

  本市の住民として永住の意思をもって５年以上継続して居住することなど。  

４ 予算枠  ８，６００千円 

５ 申 請  都市政策課 住宅・空家対策係へ直接提出 

 

 問合先 
建設農林水産部 都市政策課 
担当 久保田 
電話 ０９５５－２３－２４６４  


